
〔別紙１〕※４ 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 普通乗用車（ハイブリッド車）賃貸借 

 契 約 業 者 名 株式会社トヨタレンタリース神戸 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第 ７ 号に該当 

     

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

行財政局庁舎課の公用車は運転手 1 人に付き車両 1 台を担当し管理している。車両は経費負担

の平準化を図るべく、平成 24 年度から順次購入からリース契約に切り替えてきた。 

令和 5 年 6 月 22 日にリース契約の満了を迎える車両が 2 台あることから、リース車両を更新

するべく、前年度から納入業者とも協議を重ねてきたが、昨今の半導体不足により、当年度内で

の車両供給が厳しく、年度内の納車が難しいことが分かった。（契約から 1 年以上待ちとなる場合

もあるとの説明があった） 

半導体不足により新規車両の入札では、車両の納車が間に合わないことから、車両を確保する

ため、現在使用している車両の再リース、レンタカーによる車両の確保を検討した。 

比較検討した結果、現有車両の再リース契約が安価なものとなった。リース契約満了期日まで

に安価に車両を確保するためには、現行車両の再リース契約を締結するほかなく、現行車両を納

車している上記会社以外にはないため、随意契約を行うものである。 

 

 

担当部署 

（問合せ先） 

行財政局庁舎課 自動車担当   

（電話番号：078-322-5123） 

 


